
 
任期付職員（育休代替・産休代替任期付職員）の採用について 

 

１ 採用人数等 

   採用人数：任期付職員 ３名 
            

２ 雇用期間等 
   雇用期間：任期付職員 ①令和８年６月下旬頃 ～ 令和８年１２月下旬頃 
              ②令和８年７月中旬頃 ～ 令和８年１０月下旬頃 
              ③令和８年８月中旬頃 ～ 令和９年３月下旬頃 
   ※任期については、職員の出生予定日を基準としているため、始期・終期が若干前後 

する可能性がございます。 
雇用形態：任期付職員 常勤 
勤 務 地：大阪地方検察庁 

 

３ 就業時間等 

   就業時間：８時３０分から１７時１５分まで（１２時から１３時は休憩時間） 
        （９時から１７時４５分、９時１５分から１８時の場合もあり。 

休憩時間は同上。） 

   休 日：土・日・祝、年末年始（１２月２９日～１月３日） 
 

４ 賃金等 
賃  金：２２７，１２８ ～ ３１１，２２８円／月（地域手当含む） 

（採用時の俸給月額（基本給に相当）は、行政職俸給表（一）１級１号俸 
（行政職俸給表（一）初任給基準表の「その他」区分）を基礎として、採 
用者が職務経験等を有する場合は、その職務経験年数等を踏まえた経験年 
数と同程度の経験年数を有する検察庁の職員が受けている俸給月額を参 
考にしつつ、採用される官職の職務に加え、採用者の経歴や能力等を考慮 
して決定します。） 

   給与形態：月給制 
   賃金締切日：末日 
   賃金支払日：毎月１６日 
   交 通 費：別途支給 
 

５ 職務内容 

   職務内容：係員級職員としての検察行政事務（文書作成、データ入力、電話応対及び 
その他庶務事務等） 

 
６ 応募資格 



   学  歴：高卒程度 

   必要な経験等：パソコン操作（エクセル等） 

   必要な免許資格：不問 
 

※ 次のいずれかに該当する者は応募できません。 
  ⑴ 日本の国籍を有しない者 
  ⑵ 国家公務員法第３８条の規定により国家公務員となることができない者 
  ⑶ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱 

を原因とするもの以外） 
  ⑷ ②については、採用予定時期までに国家公務員法第８１条の６に定める定年に達す

る者（令和８年度における定年年齢は６２歳） 
 
７ 連絡先 

   〒５５３－８５１２ 大阪市福島区福島１丁目１番６０号 

   大阪地方検察庁事務局人事課人事第一係・田宮 

    ０６－４７９６－２２５８ 
 
８ 応募方法等 

産前産後休暇又は育児休業を取得する職員の代替として勤務していただきます。 
   応募される方は、履歴書を大阪地方検察庁事務局人事課人事第一係まで郵送願います

（令和８年５月１４日（木）必着）。 
   書類選考後、面接を受けていただく方には、面接日（令和８年５月２６日（火）ＰＭ

実施予定）を連絡します（当庁舎内にて作文試験及び面接を行います。）。 

   書類選考の結果不採用の場合、応募書類は返却します。 
   なお、採用となった場合には、採用前３か月以内に受診した健康診断書を提出いただ

きます。 


